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催　し

☆夜空旅人（天体観望会）☆
「真昼の星をみてみよう」
～まなび・たいけんフェスタ 2012 ～
●日時／3月4日（日）
①11時～12時
②13時30分～14時30分
●場所／かふか生涯学習館
●内容／太陽、一等星、金星などの観
望
※天候・人数等により中止する場合が
あります。
※「まなび・たいけんフェスタ2012」
と共催（事前申込不要）
問／かふか生涯学習館

88-4100 ／Fax 88-5055

みなくち子どもの森「野鳥クラブ」
～毎月定例  バードウォッチ
ングへのお誘い～
●日時／3月3日（土）9時～12時

（原則毎月第1土曜日開催）
●場所／みなくち子どもの森園内と
周辺
●対象／小学4年生以上
●持ち物／野外用の服装、飲み物、双
眼鏡（持っている人のみ）
●会費／通信・印刷費として年500円
問・申／みなくち子どもの森自然館

63-6712 ／Fax 63-0466

サントピア ミュージックフェスタ
●日時／3月4日（日）13時30分～
17時（受付13時より）
●場所／サントピア水口　共同福祉
施設　教養文化室
●入場料／300円（フリードリンク、手
作りお菓子付き）
●内容／勤労青少年ホームで練習に
励んでいる音楽・ダンスサークルのコ
ラボレーションの場。
ロック、ダンス、アカペラ、ベンチャー
ズ、ジャズ等、日頃の練習成果を発表
します。
問・申／勤労青少年ホーム

63-2952 ／Fax 63-6788

第５回「あいこうか歴史塾」
　『甲賀市史』の編さん事業での調査
成果や甲賀の魅力あふれる歴史文化
に親しむ連続講座の第５回目を開催し
ます。
●日時／3月24日（土）
　　　　13時30分～15時30分
●場所／水口図書館2階研修室
●演題／「近江の祭りと祈り」
●講師／橋

は し

本
も と

章
あきら

氏（京都文化博物館
学芸員）
●参加費／300円
●定員／80人（事前申込み不要）
問／歴史文化財課市史編さん室

86-8075 ／Fax 86-8216

　  募　集
サントピア 勤労青少年ホーム
春の教室・短期教室 受講生募集
◎春のフラワーアレンジメント教室
●日時／5月21日（月）、28日（月）　
全2回　19時30分～21時30分
●定員／8名
●受講費／3,800円
◎英会話教室
●日時／4月11日（水）～6月27日

（水）　全12回　19時～21時
●定員／10名
●受講費／2,700円
◎筆で好きな言葉を書いてみよう教室
●日時／4月25日（水）～6月6日（水）

（5/2は休み）　全6回　19時～21時
●定員／10名
●受講費／1,600円
◎エアロビクス教室
●日時／4月12日（木）～7月5日（木）

（5/3は休み）　全12回　19時～21時
●定員／50名
●受講費／2,100円
◎スクラップブッキング教室
●日時／4月13日（金）、27日（金）　
全2回　19時30分～21時30分
●定員／8名
●受講費／2,300円
◎料理教室
●日時／4月13日（金）～7月6日（金）
全12回　19時～21時
●定員／20名
●受講費／9,300円

◎パワーヨガ教室
●日時／4月13日（金）～7月6日（金）
全12回　19時～21時
●定員／23名
●受講費／1,500円
●申込期間／3月8日（木）～22日（木）

（土日祝日は除く。受付時間は9時～
21時）
●申込場所／サントピア水口　勤労
青少年ホーム窓口（電話、代理での申
し込みは不可）
●対象／平成24年4月1日現在で15歳
以上35歳以下の方（中高校生は除く）
申し込みに必要なもの等、詳しくは下
記まで。
問・申／勤労青少年ホーム

63-2952 ／Fax 63-6788

市営駐車場の利用者募集
●受付期間／3月1日（木）～15日（木）

（土・日を除く9時～17時）
●使用開始日／4月2日（月）

〔甲賀駅南駐車場〕3,000円／月
8区画（うち軽自動車2区画）

〔甲南駅前自動車駐車場〕3,000円／月
身体障がい者用2区画
※申し込みの際は事前にお問い合わ
せください。（申込者多数の場合は抽
選となります。）
問・申／生活環境課

65-0686 ／Fax 63-4582
〔油日駅前駐車場〕3,000円／月
（直接お問い合わせください）
問・申／油日駅を守る会 88-5879

〔甲南駅前駐輪場〕
自転車1,500円／月　原付1,800円／月

（直接お問い合わせください）
問・申／甲南駅前駐輪場 86-0590

（受付時間／6時15分～9時15分、
13時～14時、18時30分～20時30分）
 

くすり学習館　
親子ものつくり教室参加者募集
第４回　手漉きはがき
●日時／３月２０日（火）祝日１０時～
●場所／くすり学習館
●定員／親子２０組（４０人）
●費用／無料
問・申／甲南高校（森田）

86-4145 ／Fax 86-4983
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豊
作
を
祈
る

田
の
祭
り

寒
さ
も
よ
う
や
く
緩
み
始
め
、辺
り
に
新
た
な

季
節
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、市

内
で
も
田
植
え
の
準
備
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
に

あ
わ
せ
て
こ
の
時
期
に
は
稲
の
豊
か
な
実
り
を
祈

る「
御お

ん

田だ

祭
り
」ま
た
は「
お
田
植
え
祭
り
」と
呼
ば

れ
る
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
今
回
は
市
内
の
豊
作

祈
願
の
お
祭
り
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

水
口
町
貴
生
川
の
佐さ

土ど

神
社
で
は
、毎
年
２
月

25
日
の
祈
年
祭
に
続
い
て
御
田
祭
り
が
行
わ
れ
ま

す
。
こ
の
祭
り
は
農
作
業
の
過
程
を
模
擬
的
に
行

う
も
の
で
、全
て
の
作
業
を
神
職
一
人
が
拝
殿
の

中
だ
け
で
行
う
の
が
特
徴
で
す
。

祭
り
は
男
子
の
誕
生
を
示
す
儀
式
か
ら
始
ま

り
、そ
の
後
、牛
を
模
し
た
木
の
枝
で
田
を
耕
す
所

作
を
行
い
ま
す
。
続
い
て
米
と
麦
の
種
ま
き
、松

の
束
を
苗
に
見
立
て
て
の
苗
植
え
作
業
が
行
わ
れ

ま
す
。
松
の
束
は
各
氏
子
が
家
に
持
ち
帰
り
、苗

代
を
始
め
る
時
に
田
に
挿
し
て
豊
作
を
祈
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、甲
南
町
池
田
の
檜ひ

の

尾お

神
社
で
は
春
分
の

日
の
例
大
祭
に
併
せ
て「
お
田
植
え
祭
り
」が
行
わ

れ
ま
す
。
佐
土
神
社
と
同
じ
く
、田
植
え
の
所
作

を
ま
ね
て
豊
作
を
祈
る
行
事
で
す
が
、天
狗
や
翁

お
き
な

の
面
を
つ
け
た
役
が
祭
り
の
中
で
芸
能
を
演
じ
る

の
が
特
徴
で
あ
り
、市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

初
め
に
天
狗
の
役
が
木
製
の
小
型
の
農
具
を
手

に
し
て
、田
を
耕
す
田
打
ち
、田
す
き
、代し
ろ

か
き
の

作
業
を
行
い
ま
す
。
次
に
笠
を
か
ぶ
っ
た
早さ

乙お
と

女め

役
の
少
年
が
樫
の
葉
と
榊
を
束
に
し
た
も
の
を
手

に
取
り
、天
狗
の
先
導
を
受
け
て
田
植
え
の
所
作

を
行
い
ま
す
。
作
業
が
終
わ
る
と
再
び
天
狗
役
が

表
れ
、矛
を
持
っ
て
四
方
を
祓
う「
王
の
舞
」を
演

じ
、最
後
に
翁
の
役
が
天
狗
と
共
に
祝
い
の
儀
式

を
行
い
ま
す
。「
王
の
舞
」と「
お
田
植
え
祭
り
」が

結
び
つ
い
た
珍
し
い
行
事
で
す
。

市
内
に
残
る
こ
れ
ら
豊
作
祈
願
の
祭
り
は
何
代

に
も
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
お
り
、豊
作
を
祈
る

人
々
の
思
い
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
民
俗
行
事
で

す
。

問
い
合
わ
せ

歴
史
文
化
財
課
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▲檜尾神社のお田植え祭り、
　王の舞を演じている　
　（『甲賀市史』第６巻から）

▲佐土神社の御田祭り、
　男児の出産を演じている
　（『甲賀市史』第６巻から）

　平成24年度軽自動車税は、原動機付自転
車、軽四輪、小型特殊自動車及び二輪の小型
自動車（これらを軽自動車等と呼びます。）に
対して、４月１日現在の所有者に課税されま
す。４月２日以降に廃車の手続きをされて
も、平成24年度の軽自動車税は課税されま
す。
　「古くなって乗っていない」「他人に売っ
た」「所有者が亡くなった」「家族の中で所有
者が変わった」などの場合は、廃車の手続き、
名義変更の手続きを必ず４月１日までに
行ってください。
　なお、車種によって手続きをしていただく
場所や必要書類が異なります。事前に手続
きを行われる場所でご確認いただきますよ
うお願いします。
　また、盗難にあった場合は警察署に盗難届
を提出し、盗難届出証明書を持参し廃車の手
続きを行ってください。

取扱い車種 手続きの場所

三輪、四輪の
軽自動車

軽自動車検査協会　滋賀事務所
守山市木浜町2298-3

（☎077-585-7103　Fax077-585-7153）

軽二輪（125cc
超250cc以下）
及び二輪の小
型自動車

（250cc超）

近畿運輸局　滋賀運輸支局
守山市木浜町2298-5

（☎050-5540-2064　Fax077-584-2079）
この番号の後、026を押すとオペレーターにつながりま
す

原動機付自転
車（125cc以下
のバイクなど）
及び小型特殊
自動車（農耕作
業用のものな
ど）

水口庁舎市民課 （☎62-4272　Fax65-6338）
土山地域市民センター （☎66-1101　Fax66-1564）
甲賀大原地域市民センター （☎88-4101　Fax88-3104）
甲南第一地域市民センター （☎86-8011　Fax86-8029）
信楽地域市民センター （☎82-8065　Fax82-3415）
※ナンバープレート・印鑑・本人確認書類（運転免許証
等）をご持参ください

税務課　☎65-0679　Fax63-4574問い合わせ

軽自動車等の廃車・名義変更手続きをお忘れなく

取扱い車種・手続きの場所

４月１日まで
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